
○

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
二
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
特
定
社
債
等
に
係
る
発
行
及
び
償
還
に
関
す
る
事
項
）

（
特
定
社
債
等
に
係
る
発
行
及
び
償
還
に
関
す
る
事
項
）

第
十
三
条

法
第
五
条
第
一
項
二
号
ロ
及
び
ハ
並
び
に
同
号
ニ
⑺
に
規
定
す
る
内

第
十
三
条

法
第
五
条
第
一
項
二
号
ロ
及
び
ハ
並
び
に
同
号
ニ
⑺
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

各
発
行
ご
と
の
発
行
価
額
（
転
換
特
定
社
債
等
を
発
行
す
る
場
合
は
、
そ

五

各
発
行
ご
と
の
発
行
価
額
（
転
換
特
定
社
債
等
を
発
行
す
る
場
合
は
、
そ

の
内
訳
を
含
む
。
）
、
利
率
及
び
募
集
等
の
方
法

の
内
訳
を
含
む
。
）
及
び
募
集
等
の
方
法

六
～
十
七

（
略
）

六
～
十
七

（
略
）

（
特
定
短
期
社
債
に
係
る
発
行
及
び
償
還
に
関
す
る
事
項
）

（
特
定
短
期
社
債
に
係
る
発
行
及
び
償
還
に
関
す
る
事
項
）

第
十
三
条
の
二

法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
ホ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
十
三
条
の
二

法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
ホ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

各
発
行
ご
と
の
発
行
価
額
及
び
利
率

六

各
発
行
ご
と
の
発
行
価
額

七
～
十
二

（
略
）

七
～
十
二

（
略
）

（
特
定
約
束
手
形
に
係
る
発
行
及
び
償
還
に
関
す
る
事
項
）

（
特
定
約
束
手
形
に
係
る
発
行
及
び
償
還
に
関
す
る
事
項
）

第
十
四
条

法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
ヘ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

第
十
四
条

法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
ヘ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

－１－



五

各
発
行
ご
と
の
発
行
価
額
及
び
利
率

五

各
発
行
ご
と
の
発
行
価
額

六
～
十
一

（
略
）

六
～
十
一

（
略
）

（
特
定
資
産
に
関
す
る
事
項
）

（
特
定
資
産
に
関
す
る
事
項
）

第
十
六
条

法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は

第
十
六
条

法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

次
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

七

次
に
掲
げ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

（
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
ロ
の
場
合
に
限
る
。
）
の
内
容
が

（
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
ロ
の
場
合
に
限
る
。
）
の
内
容
が

確
定
し
て
い
な
い
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
確
定
す
る
た
め
の
要
件
及
び
手
続

確
定
し
て
い
な
い
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
確
定
す
る
た
め
の
要
件
及
び
手
続

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

⑴
～
⑷

（
略
）

⑴
～
⑷

（
略
）

ハ

次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
場
合

（
新
設
）

⑴

第
一
号
の
特
定
資
産
の
内
容
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
よ
っ
て
特
定
が
可

能
な
指
名
金
銭
債
権
若
し
く
は
有
価
証
券
又
は
こ
れ
ら
を
信
託
す
る
信

託
の
受
益
権
で
あ
っ
て
、
一
定
の
条
件
に
基
づ
い
て
抽
出
さ
れ
る
資
産

を
、
特
定
目
的
会
社
が
将
来
継
続
し
て
取
得
す
る
場
合
。

⑵

発
行
さ
れ
る
資
産
対
応
証
券
が
、
担
保
附
社
債
信
託
法
の
規
定
又
は

法
第
百
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
担
保
が
付
さ
れ
た
特
定
社
債
で

あ
る
こ
と
。

⑶

資
産
流
動
化
計
画
に
⑵
に
つ
い
て
変
更
を
禁
止
す
る
旨
の
定
め
が
あ

る
こ
と
。

－２－



八

（
略
）

八

（
略
）

（
資
産
流
動
化
計
画
の
変
更
に
係
る
届
出
）

（
資
産
流
動
化
計
画
の
変
更
に
係
る
届
出
）

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

特
定
目
的
会
社
は
、
第
十
六
条
第
七
号
ハ
に
お
い
て
、
同
条
第
二
号
か
ら
第

（
新
設
）

四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
内
容
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合
、
当
該
内
容
を
確

定
す
る
際
に
締
結
し
た
第
七
条
第
一
項
に
掲
げ
る
契
約
の
契
約
書
の
副
本
又
は

謄
本
を
第
一
項
の
資
産
流
動
化
計
画
変
更
届
出
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５

（
略
）

４

（
略
）

－３－


